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○
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
五
項
第
三
号
、
第
十
一
号
及
び
第
三
十
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
の
子
会
社
が
営
む
こ
と
の
で
き

金
融
監
督
庁

る
業
務
か
ら
除
か
れ
る
業
務
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
大

蔵

省
告
示
第
二
号
）

労

働

省

改

正

案

現

行

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
五
項
第
三
号
、
第
十
一
号
及
び
第

（
新
設
）

三
十
八
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
金
庫
又
は

労
働
金
庫
連
合
会
の
子
会
社
が
営
む
こ
と
の
で
き
る
業
務
か
ら
除
か
れ
る

業
務
と
し
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
業
務
等

（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
事
業
に
付
随
し
又
は
関

連
す
る
業
務
に
準
ず
る
業
務
）

第
四
条

規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大

（
新
設
）

臣
が
定
め
る
業
務
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る

。


